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1 

1. 概要 

本資料は、第 4回申請及び新型遠心機への更新等に係る申請の基本設計方針、仕様表、

設備リスト等の今後の修正の方針を示すものである。 

 

2. 修正の方針 

2.1 インターロック等に係る仕様表の記載方針について 

   添付 1に記載方針を示す。 

 

2.2  設備リストの記載方針について 

   添付 2に記載方針を示す。 

 

2.3 基本設計方針の変更前後の記載方針について 

   添付 3に記載方針を示す。 

 

2.4  配管の From to の記載方針について 

     添付 4に記載方針を示す。 
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添付 1 

 

インターロック等に係る仕様表の記載方針について 

 

１．概要 

 発電炉の要目表の記載等を踏まえ、加工施設の設工認の仕様表における計測装置及び

インターロックについての記載方針を以下のとおり整理した。 

 

２．記載方針 

（１）発電炉を踏まえた加工施設における計測装置とインターロックの示し方 

○発電炉の要目表の記載を踏まえ、計測装置（検出器）だけでなく、インターロック

の仕様表も作成する。（表－１ ①参照） 

○発電炉は、施設の安全確保上重要なもの（原子炉非常停止信号及び工学的安全施設

等の起動信号）のみを要目表の対象とし、その他のインターロックについては要目

表の対象としていない。加工施設においては、事業変更許可の本文（位置、構造及

び設備）において示されるインターロックを施設として重要なものと位置付け、仕

様表の対象とする。なお、今回の申請におけるインターロックは全て事業変更許可

本文の記載対象であり、仕様表の作成対象となる。（表－１ ②参照） 

○計測装置、インターロックの仕様表の記載項目は、原則、発電炉の要目表の記載を

踏襲する。なお、記載においては以下を考慮する。 

・発電炉では、「起動信号を発信させない条件」、「注記の作動回路の構成等の説明（2 

out of3 等）」について記載しているが、加工施設に安全保護系はなく、冗長化の

要求がない（インターロックが作動しなくとも電源を切れば安全確保可能）ため、

記載しない。（表－１ ③参照） 

 ・「検出器の種類」は、発電炉と同様に同じ検出器を示す場合でも計測装置は測定原

理がわかる記載とし、インターロックは、信号を発する検出器がわかる記載とす

る。（表－１ ④参照） 

・「起動信号の個数」について、加工施設は発電炉の安全保護系のように信号の分

離、独立を確保する設計としていないため、信号の個数は全て 1となる。（表－１ 

⑤参照） 

・インターロックの動作内容については、インターロックの仕様表に注記で示す。

（表－１ ⑥参照） 
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（２）基本設計方針、設備・機器、計測装置、インターロックの関連性 

 ○インターロックについては、事業変更許可で設備・機器の機能として記載されてい

ることを踏まえ、設備・機器の仕様表の注記に関連するインターロック、検出器を

記載し、インターロック、計測装置の仕様表との紐付けを明確化する。（表－２ ①

参照） 

 

（３）発電炉を踏まえた他設備でも使用する検出器の示し方 

○発電炉では複数の工学的安全施設等の起動信号の仕様表で、同一の計測装置（検出

器）を使用する場合は、注記に「○○として使用する検出器と同じである」を付記

し、関連付けを行っている。（工学的安全施設等の起動信号の仕様表が複数ある場

合でも、計測装置（検出器）の仕様表はひとつとし、起動信号の仕様表の注記に関

連付けの説明を記載している。） 

○濃縮でも同様にインターロックの仕様表に注記を付記し、関連付けを行う。地震計

の場合、最初に示されるカスケード設備の計測装置として検出器を記載し、以降の

設備はそれを呼び込む形とする。（表－３ ①参照） 

 

5









添付 2 

 

設備リストの記載方針について 

 

１．概要 

 全社資料等を踏まえ、設工認対象設備リスト(以下「設備リスト」という。) の修正方

針を以下のとおり整理した。 

２．修正方針 

（１）設備リストにおける計器、インターロックの示し方に係る変更 

○計測装置（検出器）だけでなく、インターロックの仕様表も作成することを踏まえ

て、設備リストにおいてもインターロック及び計器の示し方を変更する。変更後は

系統ごとに、「機器」→「配管」→「計器」→「インターロック」の順に記載し、イ

ンターロックの備考欄にて、検出器名及び検出器の他のインターロックとの共用有

無を記載する。設備リスト整理体系図及び設備リストの記載例を別紙 1に示す。 

（２）From to 表記に係る変更 

○設備リストにおける主要配管及び排気ダクト等の機器名について、説明対象となる

技術基準適合性の項目が同じものは From to に分解せず、系統ごとに“主要配管”、

“排気ダクト”等と纏めて記載することとする。 

設備リストを作成する目的は、事業変更許可申請書で担保した事項及び技術基準

の要求事項を満足するための設備を網羅的に抽出し、設工認申請書において抽出さ

れた設備と技術基準適合との関係を明確にすることである。旧版の設備リストにお

いては、主要配管及びダクトの機器名を仕様表の From to 表記名にあわせて細分し

たものを記載していたが、主要配管及びダクトが From to 表記で数行にわたって記

載される場合があり、設備リストが煩雑で全体を確認しづらいものになっていた。 

系統ごとに“主要配管”等と記載することで、網羅的に主要配管等を整理しつつ、

技術基準適合との関係を簡潔かつ明確に示すことが可能であるため、上記のとおり

表記方法を見直すこととする。 

（３）設工認申請対象設備の見直し 

○全社の設工認申請対象設備の抽出方法及び事業変更許可申請書での申請内容を再度

確認及び整理した結果、基本設計方針で設計方針を記載している以下の設備を、設

工認申請対象設備（事業変更許可申請書で担保した事項を実現するための設備及び

技術基準の要求事項を満足するための設備）として抽出することとした。 

 ・カバー又はシート 

・防護カバー 

 ・臨界警報装置 

 ・火災防護板 
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設備リストにおける計器、インターロックの示し方に係る変更 

 

 

施設区分 設備区分 系統

加工施設 濃縮施設 カスケード設備 2Aカスケード系（前半）

※カスケード室設置

2Aカスケード系（後半）

※カスケード室設置

2Aカスケード系（共通） ※中間室設置（共通配管）

2Bカスケード系

2Cカスケード系

UF6処理設備 発生・供給系

製品系

放射性廃棄物の廃棄施設 気体廃棄物の廃棄設備 1号中間室系

インターロック

機器名

遠心機

遠心機

配管

計器

配管

配管

インターロック

インターロック

配管

2号発生糟

圧力調整糟

排気フィルタユニット

給気ダクト

排気ダクト

計器

計器

2号製品コールドトラップ

配管

計器

送風機

排風機

インターロック

設備リスト整理体系図

〇設備リストの設備の記載順は、左図に基づき、施設区分⇒設備

区分⇒系統の順で整理して記載する。

〇同一系統内での機器名の記載順は、下図のとおり、「①機器」⇒「②配

管」⇒「③計器」⇒「④インターロック」の順に記載する。

①機器

②配管

④インターロック

③計器

別紙 1 
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添付－3 

 

基本設計方針の変更前後の記載方針について 

 

１．基本設計方針の変更前後の記載方針 

○当初申請（2020/12/24）の基本設計方針では、新規制基準で追加になった要求事項を明

確化することを目的に、第 1 回～第 3 回申請の認可実績を考慮せずに、新規制基準の

導入を起点として基本設計方針の変更前後を整理していた。 

○今回、第 1 回～第 3 回申請において認可済みの設計方針については、既に審査がなさ

れ認可を受けていることを踏まえ、変更前後の起点を第 3回申請の認可とし、記載を見

直すこととする。 

 

２．基本設計方針の変更前後の整理方針 

（１）第 4回申請の基本設計方針の変更前後の整理方針 

○上記の考え方に基づき、基本設計方針の各項目について「①新規制基準前」、「②第 1回

～第 3回」、「③第 4回」、「④第 5回」の 4つに分類し、今回の第 4回申請の基本設計方

針の変更前後に記載すべきものを明確化する。整理した結果の例を別添 1に示す。（「1.

核燃料物質の臨界防止」、「4.閉じ込めの機能」、「5.火災等による損傷の防止」を代表と

して整理） 

○なお、運用に係る基本設計方針のうち、既に保安規定に定め、運用を開始しているもの

については、本施設の方針として既に審査され認可を受けているものであるため、変更

前に記載する。（例：「火災防護のための体制の整備」、「コールドトラップの運転基数の

制限」等の運用については、第 3回申請と同時期（令和 2年 3月）に保安規定認可済み

で、既に施設の方針として運用を開始しているため、変更前とする。） 

 

（２）新型遠心機への更新等（2A後半分）の基本設計方針の変更前後の整理方針 

○新型遠心機への更新等（2A後半分）に係る設工認の申請対象設備の遠心分離機、配管、

高周波インバータ装置は、第 3回の申請対象設備の 2A前半分と同仕様であり、設計の

方針は第 3回で全て申請済みである。そのため、新たに追加、変更となる基本設計方針

はなく、全て変更前として整理する。2A 後半分遠心機更新と第 3 回との基本設計方針

の比較を別添 2に示す。 
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別添 1 

基本設計方針について、「①新規制基準前」、「②新規制基準後の第 1回～第 3回（認可済）」、「③新規制基準後の第 4回」、「④新規制基準後の第 5回」における申請範囲を基本設計方針の変更有無及び各申請における対象を踏まえ

明確にする。 

なお、申請範囲の整理については、基本的に以下のパターンで整理する。 

〇基本設計方針申請範囲整理表（抜粋） 

新規制基準前の基本設計方針【①】 

新規制基準後の基本設計方針 

備考 
第 1回～第 3回【②】 第 4回【③】 第 5回【④】 

・本施設で取り扱う核燃料物質は，天然ウラン，

濃縮ウラン及び劣化ウランとし，このうち濃

縮度 0.95 %以上の濃縮ウランを内包する可能

性のある設備及び機器を臨界管理の対象とす

る。 

変更なし 変更なし 変更なし 

・コールドトラップは，冷凍機を用いて冷却す

るが，コールドトラップの材質は，ステンレ

ス鋼（耐用温度-190℃「機械工学便覧」によ

る。）であり，耐用温度以上で使用する。 

申請なし 変更なし 変更なし 

－ 申請なし 申請なし (1) 火災影響評価対象設備

火災による UF6 の漏えいを防ぐため，UF6 を

内包する機器を火災影響評価対象設備として

選定し，火災影響評価対象設備の火災による損

傷防止を図る。 

1.4.2 複数ユニットの臨界安全設計 

複数ユニットは実効増倍率が 0.95 以下とな

る配置とし，機器同士が接触しても臨界となる

おそれはないが，安全設計上の管理として次の

対応を行う。 

・コールドトラップ，付着ウラン回収容器はそ

れぞれ他のユニットと相互の間隔が 30 cm以

上となるように配置する。

・ケミカルトラップ（NaF）は，それぞれ他のユ

ニットと相互の間隔が 1 m以上となるよう配

置する。 

申請なし 申請なし 申請なし 〇付着ウラン回収設

備については、別途

申請する「使用を廃

止する設備の存置保

管廃棄等」に係る申

請において申請す

る。 

基本設計方針の変更前後の整理方針 

白抜き部は、新規制基準後における基本設計

方針の申請範囲を示す。 

・基本設計方針が、「①新規制基準前」から変更が

ないことを「②第 1回～第 3回」で申請。（「③第 4

回」、「④第 5回」においても変更なし。） 

・基本設計方針が、「①新規制基準前」から変更が

ないことを「③第 4回」で申請。（「④第 5回」に

おいても変更なし。「②第 1回～第 3回」では、申

請対象なし。） 

・新規制基準により新たに追加した基本設計方針

として、「④第 5回」で申請。（「②第 1回～第 3

回」、「③第 4回」では、申請対象なし。） 

・当該基本設計方針については、別途申請する設

工認にて申請。（「②第 1回～第 3回」、「③第 4

回」、「④第 5回」では、申請対象なし。） 

白抜き部以降のグレーで示している「変更なし」については、

基本設計方針が、白抜き部で既に申請済であることを示す。 
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